
- 1 - 

令和７年第２回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会会議録 

 
  令和７年１２月１２日第２回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を大仙市大曲交流センタ
ー第１研修室に招集した。 
 
１．令和７年１２月１２日（金）午後２時５９分  開会 
１．令和７年１２月１２日（金）午後４時００分  閉会 
 
１．出席した議員は次のとおりである。 

１番 佐藤育男   ２番 安達成年   ３番 黒沢龍己   ４番 高橋邦武 
５番 髙橋徳久   ６番 橋村 誠   ７番 武藤義彦   ８番 高橋 純 
９番 青柳友哉  １０番 山谷喜元  １１番 荒木田俊一 １２番 澁谷俊二 

１３番 秩父博樹  １４番 後藤 健  １５番 青柳宗五郎 １６番 深沢義一 
計 １６名 

 
１．欠席した議員は次のとおりである。 
   
                                            計   ０名 
 
１．遅刻した議員は次のとおりである。 
                                   計   ０名 
 
１．地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は、次のとおりである。 
    管理者 老松博行 副管理者 田口知明 副管理者 松田知己 副管理者 小松英昭  

監査委員 藤村好正 消防長 小笠原伸一 事務局長兼管理課長 佐藤大 
消防次長 長澤政信 大曲消防署長 鈴木和仁 角館消防署長 小松文博  
事務局次長兼環境事業課長 瀬川敬 消防総務課長 武藤亮幸  
介護保険事務所長 上田泰彦 管理課参事 藤田貴 介護保険事務所主幹 奈良ルミ子  
管理課主幹 九島芳謙 管理課副主幹 鈴木貴将 管理課主任 高橋絵美 

  
１．会議の書記は、次のとおりである。                       管理課  鈴木貴将 
 

１．本会議に提出した議案は、次のとおりである。 

 

（１）議案第２１号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

（２）議案第２２号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（３）議案第２３号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（４）議案第２４号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

（５）議案第２５号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

（６）議案第２６号 大曲仙北広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（７）議案第２７号 令和７年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予算（第１号） 

（８）議案第２８号 令和６年度決算の認定について 

（９）議案第２９号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 
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（黒沢龍己） 

 副議長の黒沢でございます。 

 現在議長が欠けておりますので、地方自治法第１０６条第１項の規定により、

議長の職務を執らせていただきます。 

これより令和７年第２回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を開会いたしま

す。 

 管理者から「招集の挨拶」並びに「行政報告」があります。 

（老松博行） 

 はい、議長。 

（黒沢龍己） 

 はい、管理者。 

（老松博行） 

 招集挨拶の前に一言申し上げたいと存じます。 

 はじめに、当組合議会議員の変更についてご報告申し上げます。 

 去る１０月６日の大仙市議会臨時会において、同市議会議長に後藤健氏が当選

されたほか、同市議会から選出される当組合議会議員の改選に伴い、後藤健氏、

佐藤育男氏、安達成年氏、髙橋徳久氏、橋村誠氏、青柳友哉氏、山谷喜元氏、秩

父博樹氏の８氏が選任されており、同じく１０月６日の美郷町議会臨時会におい

て、同町議会議長に高橋邦武氏が当選され、高橋邦武氏、高橋純氏、澁谷俊二氏、

深沢義一氏の４氏が当組合議会議員に選任されております。 

 新任・再任を含め、今般新たに当組合議会議員に就任された皆様には、大曲仙

北圏域の発展のためご尽力賜りますようお願い申し上げます。 

 また、１０月１９日に執行されました任期満了に伴う仙北市長選挙におきまし

て、田口知明氏が２期目の当選を果たされましたことに、心からお祝いを申し上

げます。 

 田口市長には、引き続き仙北市のリーダーとして市勢発展のため、その手腕を

存分に発揮していただきますようご期待を申し上げます。また、構成市町の長の

互選により、引き続き当組合の副管理者に就任していただいており、これまでと

同様、広域行政に対しましてご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

それでは、この場をお借りして、当組合の諸般の状況についてご報告いたしま

す。 

 はじめに、斎場関係について申し上げます。 

 北部斎場大規模改修工事につきましては、既存施設の敷地内に設置した仮設待

合室を利用していただきながら、現在、和室待合室を洋室に変更する工事や、バ

リアフリートイレの増設、炉前ホールの改修など建物内部の工事を中心に行って

おります。外部の工事は、外壁の塗装や屋根材の補修などの外装工事が１１月末

で完了しており、引き続き、屋外灯油タンクの設置及び給排水設備工事を行って

おります。工事全体の進捗率は１１月末時点で５７．５％とほぼ計画どおりに進

んでおります。 

 また、火葬炉設備の改修工事につきましては、建築工事と重ならないよう、１
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２月１０日から１８日までの前期工事と来年２月１日から１４日までの後期工事

に分けて施工する計画としており、その期間は、火葬炉２基のうち１基を停止す

るため火葬件数の制限が必要になることから、利用される皆様にはご不便をおか

けいたしますが、ご理解とご協力をお願いしながら進めてまいります。 

 改修後の施設は、来年３月１日からの利用を予定しており、その後、仮設待合

室の解体撤去、撤去後のアスファルト補修等を行い、３月末の竣工予定となって

おります。 

 なお、３月下旬に議員の皆様への内覧会を予定しておりますので、ご案内の際

には、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、環境事業課関係について申し上げます。 

 令和７年度から令和１０年度までの４カ年事業として進めております中央ごみ

処理センター基幹的設備改良工事につきましては、求める性能や機能のみを提示

して発注する「性能発注方式」を採用しており、本年７月の契約締結後、工事業

者のエクシオグループ株式会社、設計・施工監理業務を受託している株式会社エ

イト日本技術開発及び当組合の３者による設計協議を行い、現在、来年度に更新

を予定している、ごみクレーン、ボイラ本体、電気設備などの主要設備の製作に

向け、各種設計施工図書について、機能、品質、施工の確実性及び安全性等の審

査を行っております。 

 なお、本年度は、設計協議と並行して、２基あるボイラの給水ポンプの製作を

行い、年度末時点での進捗率は１．６％と見込んでおりますが、来年度以降、各

種設備工事が本格化する計画となっております。 

 旧中央し尿処理センター解体撤去工事につきましては、本年７月の契約締結後、

８月２５日に現場事務所を開設し、準備工事として工事区域の仮囲い及び迂回道

路の設置を行ったほか、作業の基盤となる足場の組立て及び防音シートの取付け

などを行い、現在、外壁塗装の下地調整材に含まれているアスベストや、煙突と

焼却炉内にある焼却灰の除去作業を行っております。 

 なお、アスベストの除去につきましては、さらに保護シートによる作業場所の

隔離や、水及び薬剤による湿潤化など、厳重な飛散防止対策を施しており、焼却

灰の除去につきましても、ダイオキシン類ばく露防止対策要綱に基づく施工を行

うこととし、管理区域内の開口部を密閉し、負圧集塵機やエアーシャワーの設置

など、密閉養生による環境対策を施した上で作業を実施しております。 

 １１月末時点の進捗率は３７.７％でありますが、本年度末時点での進捗率を５

１．０％と見込んでおり、引き続き、周辺環境への影響に配慮しながら、安全か

つ効率的に工事を行ってまいります。 

 次に、消防関係について申し上げます。 

 東分署大規模改修事業につきましては、アスベスト事前調査が１１月２６日に

完了したほか、来年度の工事発注に向けた実施設計もほぼ完了しており、今月中

に成果物の引き渡しを予定しております。 

 本年度の車両更新につきましては、西分署に配備の高規格救急自動車及び高度

救命処置用資機材が来年３月の納入予定となっております。また、西分署と角館



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防署に配備の消防ポンプ自動車については、来年３月の納車予定となっており

ますが、昨年度に引き続き、全国的にトラックメーカーの生産が需要に追いつい

ていない状況にあり、当組合におきましても納車の遅れが懸念されるところであ

ります。今後も受注者と連絡を密にしながら早期の納車に努めてまいります。 

 １２月８日現在の火災等の発生状況につきましては、火災件数が３３件で、前

年同日と比較し１６件の減、救急件数は６，０９２件で１１７件の増、救助件数

は６８件で７件の増となっております。 

 このほか、山菜採りなどによる行方不明者の捜索事案が大仙市で１件と美郷町

で２件発生し、登山中の捜索救助事案が大仙市で２件発生しております。 

 本県のみならず、全国的に多発している熊による被害につきましては、国にお

いては、緊急銃猟制度の整備や自衛隊による後方支援、県においては、目撃情報

共有システムの活用や報奨金による捕獲従事者支援が行われるなど、被害防止対

策の強化が図られているものの、依然として住民の安全を脅かす深刻な状況が続

いております。当圏域内におきましても、人的被害が相次ぎ、救急搬送した事案

が大仙市で４件、仙北市、美郷町でそれぞれ３件の計１０件発生しており、仙北

市の１件のみだった前年同日と比較し、大幅な増となっております。引き続き、

構成市町との連携を強化しながら対応してまいります。 

 次に、介護保険関係について申し上げます。 

 本年９月データによる管内の第１号被保険者数は、４７，０５２人、要介護認

定者数は９，６８６人、サービス利用者数は７，９６１人、給付総額は約１４億

３，５２０万円となっており、前年同月との比較では、高齢者数は２８３人、認

定者数は４０人、サービス利用者数は１６２人のいずれも減となっており、給付

費についても約３７万円、率にして０．０３％の減となっております。 

 サービス別では、居宅サービスが約１３０万円の減となっており、主に訪問介

護及び通所介護の利用者が減っております。一方で、地域密着型サービスは約６

０万円の増となっており、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多

機能型居宅介護の利用者が増えております。 

 また、予防サービス費は増加傾向にあり、各市町に設置する地域包括支援セン

ターが中心となって進めている介護予防マネジメントにより、重度化防止に資す

るサービスが適切に提供されていることが主な要因であると分析しております。 

 令和９年度から１１年度までの３年間を計画期間とする第１０期介護保険事業

計画につきましては、来年度が策定年となることから、現在準備作業の一つとし

て、在宅の要介護者及び６５歳以上の一般高齢者合わせて４，０００人を対象に

アンケート調査を実施しております。これは、生活や介護の環境を中心とした実

態及び意識について調査し、日常生活圏域における地域の課題や高齢者のニーズ

を的確に把握することを目的としており、この結果を参考にしながら策定作業を

進めてまいります。 

 次に、職員採用試験関係について申し上げます。 

 事務部局の採用試験につきましては、１０月２６日に１次試験、１１月１４日

に２次試験を実施しており、初級職３名の最終合格者と、同じく初級職２名の補
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欠合格者を決定し、１１月２７日に発表しております。 

 消防職員の採用試験につきましては、９月２１日に１次試験、１０月２１日と

２２日に２次試験を実施しており、上級消防１名、初級消防１１名、初級救命１

名、計１３名の最終合格者を決定し、１１月７日に発表しております。 

 なお、本年度から両部局ともに、受験者数確保のための対策として、従来の教

養試験に代わり、特別な公務員試験対策が不要な、より受験しやすい１次試験科

目を導入して実施しておりますが、前年度と比較し、事務部局で１５名、消防部

局で２名のいずれも増となっており、この科目変更が受験者増に少なからず結び

ついたものと考えております。引き続き、実施方法等について検証を重ねながら

人材の確保に努めてまいります。 

 最後に、令和８年度当初予算の編成状況について申し上げます。 

 当組合では、例年、主な事業の内容や負担金の増減見込みなどについて構成市

町の財政担当課や事業担当課に説明する会議を設けており、本年度は、１０月２

１日に開催しております。 

  現在、経常経費の積上げのほか、先般構成市町にお示しした主要事業について

も再度精査をしながら編成作業を進めておりますが、人件費や物価の高騰が続く

社会情勢により、構成市町の財政負担はこれまで以上に高まることが予想されて

おります。当組合といたしましては、構成市町の厳しい財政状況も念頭に置きな

がら、事業の優先度や効果を検証し、実効性のある予算に仕上げてまいりたいと

考えております。 

 以上、当組合の諸般の状況についてご報告申し上げましたが、今後とも圏域住

民並びに議員各位のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げまして、行政

報告とさせていただきます。 

（黒沢龍己） 

 これより本日の会議を開きます。出席議員は、定足数に達しております。 

 本日の議事は「議事日程第１号」をもって進めます。 

 日程第１「議席の指定」を行います。 

 このたび、大仙市議会選出の４名並びに美郷町議会選出の４名が新たに本組合

議会議員に選出されましたので、会議規則第３条第１項の規定により、議席の指

定を行うものであります。議席は、お手元に配布しております議席指定一覧表の 

とおり指定いたします。 

 日程第２「議長の選挙」を行います。 

 お諮りいたします。「選挙の方法」につきましては、地方自治法第１１８条第

２項の規定により「指名推選」によりたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。よって「選挙の方法」は「指名推選」によることに決

しました。 

 お諮りいたします。「指名の方法」については、副議長において指名すること 

にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 



- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

副議長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副議長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。よって「指名の方法」については、副議長において指

名することに決しました。 

 議長に大仙市議会議長の後藤健議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま副議長において指名いたしました後藤健議員を議

長の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。よって後藤健議員が議長に当選されました。 

 後藤健議員が議場におりますので、本席から会議規則第三十条第二項の規定に

よる告知をいたします。 

 本人から当選のあいさつをお願いします。 

（後藤健） 

 はい、副議長。 

（黒沢龍己） 

 はい、後藤議員。 

（後藤健） 

 皆さんこんにちは。ただ今、当組合議会の議長に指名推薦いただきました後藤

でございます。この場に立ち、その職責の重さをひしひしと感じているところで

ございます。 

 当組合の事業につきましては、圏域住民の安全、安心であったり、衛生環境で

あったり、非常に住民の生活の基盤となる事業が主でございます。我々組合議会

としても、圏域住民の生活向上のために、しっかりと議会活動をして参る所存で

ございますので、管理者、副管理者、職員の皆さん、それから議会議員の皆様の

協力をお願いしたいと思います。 

 一言、簡単ですけども挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

（黒沢龍己） 

これをもちまして、私の議長の職務が終了いたしました。皆様のご協力ありが

とうございました。 

 それでは、後藤議長、議長席にお着き願います。 

（後藤健） 

これより議事を執らせていただきます。よろしくご協力お願いいたします。 

 日程第３「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第６７条の規定により、議長において、９番青柳

友哉議員、１０番山谷喜元議員、１１番荒木田俊一議員を指名いたします。 

日程第４「会期の決定」を議題といたします。 

 今期定例会の会期は、本日一日といたしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日一日と決定いたしました。 
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 日程第５「議長報告」をいたします。 

 「令和６年度大曲仙北広域市町村圏組合継続費精算報告書」が管理者から、「令

和７年度例月出納検査結果報告書」が監査委員から提出されましたので、これを

別添お手元に配付のとおり報告いたします。 

 日程第６「一般質問」につきましては、通告がありませんでしたので、終結い

たします。 

 日程第７「議案第２１号」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。佐藤局長。 

（佐藤大） 

 はい、議長。 

（後藤健） 

 はい、局長。 

（佐藤大） 

議案第２１号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」をご説明申し上げます。 

  議案説明資料の２ページをご覧いただきたいと思います。 

 本案は、国及び県の取扱いに合わせ、仕事と育児の両立支援制度に係る情報提

供等の措置を講じることとするほか、勤務時間や勤務形態に係る規定について文

言等の整理をするものでございます。 

 改正の主な内容といたしましては、職員又はその配偶者が妊娠、出産したこと

などを申し出たときは、仕事と育児の両立に資する制度の利用に関する情報提供

や意向確認等の措置を講じるほか、３歳未満の子を養育する職員に対しても同様

の措置を講じることとし、職員が子の年齢に応じた柔軟な働き方を選択できるよ

う支援するものでございます。 

 施行日につきましては、公布の日からといたしますが、一部、勤務時間に係る

改正規定につきましては、令和８年４月１日からとするものでございます。 

 以上、議案第２１号をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認

賜りますようお願い申し上げます。 

（後藤健） 

これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（質疑なしの声） 

  質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。討論ありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。 

これより「議案第２１号」を採決いたします。本案は原案のとおり決すること

に、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。 

日程第８「議案第２２号」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。
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佐藤局長。 

（佐藤大） 

 はい、議長。 

（後藤健） 

 はい、局長。 

（佐藤大） 

議案第２２号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」をご説明申し上げます。 

  議案説明資料の３ページをご覧ください。 

 本案は、今般、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部が改正された

ことに伴い、新たな部分休業制度に係る規定を追加するほか、所要の規定の整理

をするものでございます。 

 主な改正の内容となりますが、一つ目は、小学校入学前までの子を養育する職

員が、１日につき２時間を超えない範囲内において取得できる無給の休暇「部分

休業」について、勤務時間の始め又は終わりに限り取得可能となっている現行の

取扱いを廃止し、勤務時間の中途でも取得できるよう改めるものでございます。 

 二つ目は、現行の部分休業の取得方法に加え、１年につき７７時間３０分の範

囲内で、１日あたりの取得時間数に制限がなく取得できる方法を新たに規定する

ものでございます。 

 取得する職員は、現行の取得方法である「第１号部分休業」又は新たに追加す

る「第２号部分休業」のいずれかのパターンを選択することとなります。 

 そのほか、法改正等に伴い、所要の規定の整理をするものでございます。 

 施行日につきましては、公布の日からといたしますが、一部、勤務時間に係る

改正規定については、令和８年４月１日とするものでございます。 

 また、本年度中における第２号部分休業の取得時間数の上限にきましては、経

過措置の規定を設けることといたします。 

 以上、議案第２２号をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認

賜りますようお願い申し上げます。 

（後藤健） 

説明が終わりましたので、これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（質疑なしの声） 

 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

（討論なしの声）  

 討論なしと認めます。  

これより「議案第２２号」を採決いたします。本案は原案のとおり決すること

に、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。 

日程第９「議案第２３号」、日程第１０「議案第２４号」、日程第１１「議案
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第２５号」の３件を一括議題といたします。     

提案理由の説明を求めます。佐藤局長。 

（佐藤大） 

 はい、議長。 

（後藤健） 

 はい、局長。 

（佐藤大） 

議案第２３号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」、議案第２４号「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第２５号「会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の３件

を一括してご説明申し上げます。 

 まずはじめに、議案第２３号をご説明いたします。 

  議案説明資料の４ページと５ページをご覧いただきたいと思います。 

 本案は、本年度の秋田県人事委員会勧告に基づき、一般職の給料表、期末・勤

勉手当の支給割合、その他各種手当等について改定を行うほか、文言の整理を行

うものでございます。 

 始めに、給料表につきましては、民間給与との較差を埋めるため、大卒者の初

任給を１２，２８２円、高卒者の初任給を１２，５５８円それぞれ引き上げるな

ど、若年層に重点を置きつつ、全ての職員を対象に給与を引き上げることにより、

給料水準を平均約３．４％引き上げるものでございます。 

 次に、期末・勤勉手当の支給割合につきましては、民間のボーナスの支給状況

等を踏まえ、両手当の年間支給月数をそれぞれ０．０２５か月ずつ引上げて、合

計４．６５か月とするものであり、今年度は、１２月支給分を引き上げることに

より対応することとし、実際には年末にその差額分を支給するものであります。

また、令和８年度においては、年間支給月数に変更はないものの、６月と１２月

の支給割合を均等にする変更を行うものでございます。 

 次に、通勤手当の改定につきましては、自動車で通勤する職員に係る支給額に

ついて、距離区分ごとの額を引き上げる改正を本年４月１日からの適用とし、新

たな距離区分を追加する改正を令和８年４月１日から施行するものでございま

す。 

 次に、寒冷地手当につきましては、本年度末をもって、扶養手当の支給要件に

係る扶養親族の範囲から「配偶者」が除外されることとなりますが、寒冷地手当

の支給要件に係る扶養親族の範囲には、来年度以降も引き続き「配偶者」を含む

こととするものでございます。 

 給料表、本年度の期末・勤勉手当及び通勤手当の距離区分ごとの支給額引上げ

に係る改正については、公布の日から施行し、本年４月１日から適用するもので

あり、令和８年度の期末・勤勉手当、通勤手当の新たな距離区分追加及び寒冷地

手当に係る改正につきましては、令和８年４月１日から施行するものでございま

す。 
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 次に、議案第２４号についてご説明申し上げます。 

  議案説明資料の６ページをご覧ください。 

 本案は、専任副管理者の期末手当の支給割合を引き上げるものでございます。 

 当組合の専任副管理者の期末手当につきましては、大仙市の上下水道事業管理

者に合わせることとしており、大仙市において支給割合を引き上げられたことに

合わせ、改定するものでございます。 

 令和８年度から、年間支給月数を３．４か月から０．０５か月引き上げて３．

４５か月とするものでございます。本年４月１日から経過措置の規定が設けられ

ており、既に３．４５か月の支給月数を適用して支給しているため、令和７年度、

令和８年度共に、実際の支給額に変更はございません。 

 令和８年度からは、改正後の本則の規定を適用することとなります。 

 次に、議案第２５号についてご説明申し上げます。 

  説明資料の７ページをご覧ください。 

 本案は、一般職に準じ、会計年度任用職員の給料表、期末・勤勉手当の支給割

合及び通勤に係る費用弁償について改定するほか、文言の整理を行うものでござ

います。 

  会計年度任用職員の給与につきましては、秋田県人事委員会勧告に基づき決定

される一般職の給与を基礎とすることにより、間接的に民間給与との均衡が図ら

れるものでございます。 

 今般の一般職の改定に合わせ、一般職の給料表の１級に準じて定めている給料

表を改定するとともに、期末・勤勉手当についても同様の改定を行うものでござ

います。 

 また、通勤に係る費用弁償につきましても、一般職の通勤手当に合わせ、同様

の改定を行うものであります。 

 施行日につきましては、一般職と同様、令和７年度の改正については公布の日

からとし、令和７年４月１日から適用いたします。令和８年度の改正につきまし

ては、令和８年４月１日からとするものでございます。 

 以上、議案第２３号から第２５号までを一括してご説明申し上げましたが、よ

ろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

（後藤健） 

説明が終了しましたので、これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。    

（安達成年） 

 議長。 

（後藤健） 

 はい、２番、安達議員。 

（安達成年） 

  引き上げることについては別に何もねすども、特別これに対する補正予算だど

って出でるわけでねくて、予算の範囲内で間に合うっていうつもりで補正さ出は

ってねど思うんだすども、引き上げる分。そうすれば引き上げる全体の分すよ、

職員の分と、通勤手当の分と、それから２３号と、それから２５号の会計年度職
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員と、全体の分のすよ、総額と言いますか、どのぐらい上がるのか、一個一個で

ねぐ、全体の、これが当初予算内さ収まるのであればいいんだすども、収まらね

んだば補正どが、それか特別補正どが出でるわけでね、そこらへんちょっと教え

ていただければなと思います。 

（後藤健） 

 はい、答弁を求めます。 

（佐藤大） 

 はい。 

（後藤健） 

 はい、局長。 

（佐藤大） 

 安達成年議員のご質問にお答え申し上げます。今現時点で引き上げの総額につ

いては把握しておりませんけども、現時点では予算内で収まっております。ただ

し、今後ですね、１月、２月、３月の給料に対しまして、不足が生じる場合につ

きましては、３月の議会において補正をさせていただきたいと考えております。

以上です。 

（後藤健） 

 はい、よろしいですかな。はい、安達議員。 

（安達成年） 

 予算というか、職員の給料なので、計算でぎねわけではねど思って、できれば

っすよ、後から出すんでねぐって、きちんと計算して、今この改正する時に、本

来は上げるべきだと思うんだすよ、私はすな。だから、どうせ改正する時に、補

正も含めて、他の補正も出でるがらすよ、本来はやるべきだと、まあ、いつもそ

ういう手法だとすればそれはそれで、別に職員さ特別不利益にはならねがら、そ

れはそれでいいども、今後はちょっと検討していただければなと、はい、以上で

す。 

（後藤健） 

 はい、答弁はいいですかな。 

（安達成年） 

 はい、いいです。 

（後藤健） 

 他に質疑ありませんか。 

 （質疑なしの声） 

 はい、質疑がないようでございますので、質疑を終結いたします。  

これより、討論に入ります。討論ありませんか。                            

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。  

これより議案第２３号から議案第２５号までの３件を一括して採決いたしま

す。本３件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 
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局 長 

ご異議なしと認めます。よって本３件は、原案のとおり可決されました。   

日程第１２「議案第２６号」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。佐藤局長。   

（佐藤大） 

 はい、議長。 

（後藤健） 

 はい、局長。 

（佐藤大） 

議案第２６号「大曲仙北広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができ

る契約に関する条例の一部を改正する条例の制定について」をご説明申し上げま

す。 

  議案説明資料の８ページをご覧ください。 

 本条例は、地方自治法施行令第１６７条の１７の規定に基づき、長期継続契約

を締結できるものについて定めているものでございます。性質上複数年継続利用

する運用が一般的である「ソフトウェアの使用許諾契約」について、国の取扱い

に倣い新たに追加し、あわせて、事務機器を借り入れる際に付随して使用するソ

フトウェアについて明記するものでございます。 

 これまで、ソフトウェアのライセンス契約につきましては、本条例第２条第３

号に規定している、「毎年４月１日から経常的な役務の提供を受ける契約であっ

て、複数年にわたる契約を締結しなければ、安定的な役務の提供の確保に支障を

及ぼすおそれのあるもので、管理者が特に認めるもの」に該当するものとして長

期継続契約の対象としておりましたが、今回の改正により、これを追記・明記す

ることにしたものでございます。 

 施行日は、公布の日からといたします。 

 以上、議案第２６号をご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承

認賜りますようお願い申し上げます。 

（後藤健） 

説明が終了しましたので、これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。  

これより、討論に入ります。討論はありませんか。   

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。     

これより「議案第２６号」を採決いたします。本案は原案のとおり決すること

に、ご異議ありませんか 。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。       

 日程第１３「議案第２７号」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。佐藤局長。  

（佐藤大） 
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 はい、議長。 

（後藤健） 

 はい、局長。 

（佐藤大） 

議案第２７号「令和７年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予算（第１

号）」をご説明申し上げます。 

議案説明資料の１０ページをご覧願います。 

歳入歳出予算の補正は、一般会計における総務費を増額するものであり、歳入

歳出予算の総額にそれぞれ６４４万９千円を追加し、補正後の総額を歳入歳出そ

れぞれ５９億２，７０９万４千円とするものでございます。 

歳入からご説明いたします。 

７款繰越金は、６４４万９千円の増額で、総務費の財源として充当するもので

ございます。 

続いて、歳出についてご説明いたします。 

２款総務費１項１目一般管理費は、６４４万９千円の増額で、退職手当支給事

務を共同で処理している秋田県市町村総合事務組合の負担金条例に基づき、基準

日である平成１６年４月１日から令和６年度までの退職手当支払額が、同組合へ

の納付額を上回ったことから、その差額の３０％を調整負担金として納付する必

要が生じたため、共済費を増額するものでございます。 

続きまして、債務負担行為の補正についてご説明いたします。 

現在使用している財務会計システムのサポートが令和８年度末で終了すること

から、後継バージョンのシステムへのデータ移行などの更新作業に係る委託契約

と、新たなサーバーや端末などの機器類及びソフトウェアの賃貸借契約を今年度

年明けの１月に締結しまして、更新作業完了後の令和８年度から５年間にわたり

分割して支払う更新経費について、債務負担行為の限度額を設定するものでござ

います。限度額は、２，４０３万１千円となっております。 

以上、議案第２７号についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、

ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

（後藤健） 

説明が終了しましたので、これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。    

（安達成年） 

 議長。 

（後藤健） 

 はい、２番、安達議員。 

（安達成年） 

 すいません、議案第２７号の、前年度繰越金を財源として予算措置するという

この前年度繰越金って何年度の繰越金なことですか。 

（後藤健） 

 はい、答弁を求めます。 

（佐藤大） 
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 はい、議長。 

（後藤健） 

 はい、局長。 

（佐藤大） 

 安達成年議員のご質問にお答え申し上げます。こちら、６年度ですね。令和６

年度の繰越金となっております。 

（後藤健） 

 はい、安達議員。 

（安達成年） 

 あの、小姑みでんたごど言って申し訳ねんだっすどもよ、認定この後あるべっ

た、これな。要はすよ、俺言いでのはすよ、認定先でねがど思うんだすよ。して

繰越しだど思うども、繰越し決めでがら認定してけれっていうの、普通会計上っ

すよ、決まってるごどだからいいんだどもっすよ、小姑みでんたごど言って申し

訳ねどもっすよ、でぎれば、そごは議事録上すっきりするんでねがなど、私はで

すよ、と思うども、そこらへん、いいどもっすよ、別に決まってるやづだからい

いどもすよ、はい。 

（後藤健） 

 はい、答弁よろしいですかな。 

（安達成年） 

 いいです。 

（後藤健） 

 答弁いらない。はい、答弁いらないそうなので。 

（佐藤大） 

 はい、議長。 

（後藤健） 

 はい、答弁あるそうなので、局長。 

（佐藤大） 

 議員ご指摘のとおりでございますので、今後はしっかりと協議、検討させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（後藤健） 

はい、他に質疑のある方。よろしいですかな。はい、ないようですので、これ

にて質疑を終結いたします。 

これより、討論に入ります。討論ありませんか。    

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。  

これより「議案第２７号」を採決いたします。本案は原案のとおり決すること

に、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。        

日程第１４「議案第２８号」を議題といたします。    
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提案理由の説明を求めます。小松副管理者。  

（小松英昭） 

 はい、議長。 

（後藤健） 

 はい、副管理者。 

（小松英昭） 

 それでは、私の方から、議案第２８号令和６年度決算の認定につきましてご説

明申し上げます。 

 本案につきましては、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、本組合の

一般会計と介護保険特別会計に係る令和６年度歳入歳出決算につきまして、議会

の認定に付するものでございます。 

決算の内容につきましては、お手元にお配りしている「両会計歳入歳出決算書

並びに附属書」に記載されているとおりでありますけれども、去る９月１０日、

当組合監査委員よる審査をいただいておりまして、その審査結果につきましては、

別冊の審査意見書にまとめられておりますので、別途ご確認いただければと存じ

ます。 

  それでは、説明に入らさせていただきます。 

説明は、議案説明資料を用いて行いますので、恐れ入りますが、議案説明資料

の１２ページの歳入歳出決算総括表をお開き願います。 

 はじめに、上段の一般会計について申し上げます。 

歳入は、予算現額７２億３，３１７万１，２００円に対し、収入済額が７１億

４，４５７万９，２３２円で、収納率は９８．３％、予算現額との比較で８，８

５９万１，９６８円の減となっております。なお、収入未済額が１億２，０５９

万８，４９０円発生しておりますけれども、これは、納車遅れにより繰越した消

防ポンプ自動車の更新に係る経費の財源となる構成市町負担金１億１９８万９千

円及び国庫補助金１，６４０万４千円を翌年度に収入することとしたこと、また、

中央ごみ処理施設及びし尿処理施設の使用料に一部未納が生じたことによるもの

であります。 

 一方、歳出ですけれども、支出済額が７０億６，５４９万３，２２９円で、執

行率は９７．７％となってございます。また、翌年度繰越額は、繰越明許費を設

定した事業分１億１，８３９万３千円、不用額は、４，９２８万４，９７１円で

あり、歳入歳出差引額は７，９０８万６，００３円となっております。 

  次に、主な事業の実施状況につきまして、１００万円以上の事業をピックアッ

プしてご説明申し上げます。１３ページをお願いいたします。 

上段から、衛生費のうち、斎場費は、火葬炉等設備補修工事が２つの斎場の合

計で１，１９１万３千円、新南部斎場建設事業が全体で約１億５，７８４万４千

円、北部斎場改修事業が全体で約８０２万７千円、新中央し尿処理センター建設

事業費は、全体で約１９億４，７０７万５千円であります。 

１４ページをお願いいたします。 

消防費の施設整備費のうち、主な事業といたしましては、出動車両運用管理装
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置改修事業が約８，０８２万３千円、大曲消防署西分署屋根改修工事が８０９万

６千円、消防車両更新事業が前年度から繰越しとなった車両分も合わせまして、

約８，８６０万４千円などとなっております。 

次に、介護保険特別会計についてご説明申し上げます。 

 資料は戻りまして、再度１２ページをご覧願います。総括表の中段となります。 

 歳入は、予算現額１９０億４，４９９万１千円に対し、収入済額が１９１億８，

９９８万１，１６４円、収納率は９９．８％、予算現額との比較で１億４，４９

９万１６４円の増となっております。また、不納欠損額が１，１４５万８，７５

８円、収入未済額が２，７３４万５，２３８円となっておりますが、前年度と比

較いたしますと、不納欠損額は約１４５万５千円、収入未済額につきましても約

５１８万７千円のいずれも減となっております。 

 一方、歳出でありますが、支出済額が１８７億４，１１５万５，９４８円で、

執行率は９８．４％、不用額は３億３８３万５，０５２円であり、歳入歳出差引

額は４億４，８８２万５，２１６円となっておりますが、この中には、保険給付

費と地域支援事業費の確定に伴う国、県及び支払基金への返還金や、介護給付費

等準備基金に積み立てる第１号被保険者保険料などが含まれておりまして、それ

らを除きますと、実質的な繰越額は約５，２００万円となります。 

 両会計を合算した総額につきましては、表の下段に記載のとおり、収入済額が

２６３億３，４５６万３９７円、支出済額が２５８億６６４万９，１７７円で、

収入済額に対する支出済額の割合は９８％、歳入歳出差引額は５億２，７９１万

１，２１９円となり、同額が翌年度に繰越しとなるものであります。 

  次に、介護保険関係の主な事業の実施状況についてご説明申し上げます。 

１４ページの下段をお願いいたします。 

介護保険特別会計では、介護保険法改正に伴うシステム改修事業が２９７万円、

公用車購入が２台分で４８０万円となっております。 

 次に、公債費と負担金調整基金についてご説明申し上げます。 

１５ページをお願いいたします。 

上段の表の公債費の状況についてでありますが、令和６年度中の元利償還金額

は１，３９７万８，７９０円、決算年度末の未償還元金は５６６万７，９３９円

であり、これは、旧大仙美郷環境事業組合から引き継いだ、旧中央ゴミ処理セン

ター解体事業費に係る償還分でありますけれども、本年度末をもって償還が完了

する見込みとなっております。 

下段の表の負担金調整基金の内訳についてでありますが、前年度末現在高は、

両会計の合計で２億２３８万３，５５５円、決算年度中の取崩額が６，０００万

円、積立額が９，１５０万円であり、決算年度末の現在高は２億３，３８８万３，

５５５円となっております。 

 次の１６ページから１８ページまでは、不用額の内訳についての記載となりま

す。 

 １７ページ中段の一般会計の合計４，９２８万４，９７１円と、１８ページ下

段の介護保険特別会計の合計３億３８３万５，０５２円を合わせた不用額の総合
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計は、この資料には記載ございませんけれども、３億５，３１２万２３円であり、

歳出予算総額の約１．３％となるものでございます。 

 主な内訳を申し上げますと、一般会計では、衛生費が約３，４００万円、消防

費が約９００万円、また、介護保険特別会計では保険給付費が約２億６，１００

万円、地域支援事業費が約３，２００万円などとなっております。 

不用額が生じた要因でございますけれども、一般会計では、斎場費や消防費に

おいて光熱費等が見込みを下回ったことや、清掃費において一般廃棄物の搬入量

や電気利用料金が見込みを下回ったことによる廃棄物処理施設の長期包括運営業

務委託料に余剰が生じたことに加え、共済組合費の率の引き下げや各種手当が見

込みを下回ったことにより人件費にも不用額が生じたことなどであります。 

また、介護保険特別会計においては、介護サービス利用量が見込みを下回った

ことや各市町の地域包括支援センター等への委託事業実績が見込みに達しなかっ

たことのほか、両会計において物件費等について節減を図ったことなどによるも

のでございます。 

 以上、議案第２８号、令和６年度決算の認定に係る概要をご説明申し上げまし

たが、事業遂行に当たりましては、今後も社会の動向を注視して各種課題に対応

していくとともに、透明性と責任性を確保しながら組合運営の一層の効率化に取

り組んでまいりますので、議員各位のさらなるご指導ご協力をお願いするととも

に、本議案につきましてはよろしくご審議のうえ、ご認定を賜りますようお願い

申し上げます。以上で説明を終わります。 

（後藤健） 

説明が終わりましたので、これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。  

（質疑なしの声） 

（老松博行） 

はい、関連して。 

（後藤健） 

 はい、市長から発言の申し出がありますので、市長から。 

（老松博行） 

 先ほど安達議員からご指摘と言いますかご質問あった件について、前年度繰越

金をですね、決算認定後に計上すべきではないかというようなご指摘だったとす

れば、それはちょっと、解釈が少し、私どもは、当初予算でも前年度繰越金予算

計上、苦しい時、一般財源苦しいとき、上げています。ですから、あくまでも前

年度繰越金見込み額として上げているということなので、決算認定、６月とか９

月とかの議会で認定されるわけで、それから繰越金予算計上しないといけないと

いう、そういう考え方ではなくてですね、あくまでも見込み額として計上させて

いただいている、これは自治法上可能だというふうに解釈しておりますので、た

だ、前年度繰越額が確定した際には、それ以上の計上をもし万が一している場合

は当然補正で直さないといけないと、いうことになるわけですけど、今の段階で

はある程度の見込みの中で六百何十万大丈夫だという見込みで計上したというこ

とだと思いますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願いしたいと思いま
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す。 

（後藤健） 

 はい、いいですかな。そうすれば、これより、議案第２８号についての討論に

入ります。討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。  

これより「議案第２８号」を採決いたします。 

本案は原案のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり認定されました。      

 地方自治法第１１７条の規定により、高橋邦武議員の退席を求めます。 

（高橋邦武議員退席） 

日程第１５「議案第２９号」を議題といたします。   

提案理由の説明を求めます。老松管理者。 

（老松博行） 

 はい、議長。 

（後藤健） 

 はい、管理者。 

（老松博行） 

 議案第２９号「監査委員の選任につき同意を求めることについて」をご説明申

し上げます。 

 当組合規約第９条第１項の規定により、組合に監査委員２名を置くこととなっ

ておりますが、現在１名欠員となっております。 

  議員の中から選任される監査委員に、議案記載のとおり、高橋邦武氏を選任い

たしたく、組合規約第９条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであ

ります。 

 よろしくご審議のうえ、ご同意賜りますようお願い申し上げます。  

（後藤健） 

説明が終了しましたので、これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。討論はありませんか。  

  （討論なしの声） 

討論なしと認めます。  

これより「議案第２９号」を採決いたします。本案は原案のとおり同意するこ

とに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり同意されました。  

高橋邦武議員の入場を許可します。                                       

（高橋邦武議員入場）                                                 
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ただいま監査委員に選任されました高橋邦武議員から発言の申し出があります

ので、これを許可します。 

（高橋邦武） 

 はい、議長。 

（後藤健） 

 はい、高橋議員。    

（高橋邦武） 

ただ今、監査委員に選任されました、高橋邦武です。 

 監査は、予算が適正に執行された後に、決算として審査する重要な役目でござ

います。私は自分の持てる力を発揮いたしまして職務に精励してまいりますので、

何卒よろしくお願い申し上げます。 

（後藤健） 

以上をもちまして、今期定例会の日程はすべて終了しました。 

これにて、令和７年第２回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を閉会いたし

ます。大変お疲れさまでした。 

 

 


